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船舶事故調査報告書 

 

                               令和３年４月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年８月５日 ０４時０７分ごろ 

発生場所 山口県下松市火振
ひ ぶ り

岬北西方沖 

 火振岬灯台から真方位３０２°２.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°５７.２′ 東経１３１°４６.４′） 

事故の概要  液体化学薬品ばら積船兼油タンカー東秀
とうしゅう

丸は、南東進中、また、

漁船和
かず

吉
よし

丸は、北西進中、両船が衝突した。 

東秀丸は、右舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、和吉丸は、船首

部に圧壊を生じた。 

事故調査の経過  令和２年８月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 液体化学薬品ばら積船兼油タンカー 東秀丸、４９９トン 

   １４２６１２、株式会社南陽マリン（船舶所有者、Ａ社）、東

ソー物流株式会社（運航者、Ｂ社） 

６４.５１ｍ×１０.００ｍ×４.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３６kＷ、平成２７年１０月２１日 

Ｂ 漁船 和吉丸、４.８１トン 

   ＹＧ３－４４８０５（漁船登録番号）、個人所有 

１０.４５ｍ（Lr）×２.６６ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４８kＷ、昭和５４年１０月３０日 

第２９１－３２１０７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ５８歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６０年４月５日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和元年１２月１８日 

    免状有効期間満了日 令和７年４月４日 

Ｂ 船長Ｂ ７６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年４月１４日 

免許証交付日 令和２年４月９日 

           （令和７年４月２９日まで有効） 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に圧壊 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約１.１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、空船で、令和２年８月５日０

３時３０分ごろ法定灯火を表示し、山口県徳山下松港第１区を出航し

て愛媛県松山市松山港に向かった。 

Ａ船は、０.５Ｍレンジでヘッドアップ表示させたレーダー及び６

Ｍレンジに設定したＧＰＳプロッターを起動し、船長Ａが単独で船橋

当直に当たり、約１３ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）

で、手動操舵により南西進していた。 

船長Ａは、０３時４８分ごろレーダーレンジを２Ｍに切り替え、オ

フセンターとして周囲の状況を確認した。 

船長Ａは、０４時００分ごろ港界に達した頃、針路を真方位約１３

５°に定めて自動操舵とし、０４時０４分ごろ再びレーダーで周囲を

確認したところ、船首方に船舶の映像を認めなかったので、前路に他

船はいないと思い、船橋前面の窓の前に移動した。 

船長Ａは、視界が良かったので、目視による見張りで十分と思い、

棚の上に両肘を乗せた姿勢で、前方を見ながら航行を続けていたとこ

ろ、０４時０７分ごろ船体の揺れを感じ、右舷方を見たところ、黄色

回転灯を認め、Ｂ船と衝突したことを知った。 

船長Ａは、主機を後進運転として減速し、右回頭してＢ船に近づき

ながら海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、底引き網漁の目的で、４日０４

時００分ごろ周南市粭
すくも

島漁港を出航し、徳山下松港外で操業を行っ

た後、５日０３時３０分ごろ法定灯火を表示し、火振岬南方沖を発進

して帰途についた。 

Ｂ船は、船長Ｂが後部甲板の船尾端で前方を向いて座り、下方に顔

を向けた姿勢で、魚の選別作業を行いながら、約６kn の速力で、自動

操舵により北西進していた。 

船長Ｂは、ときどき身体を動かして操舵室の横から前方を見ていた

ところ、衝突の約３～４分前、船首方にＡ船のマスト灯及び両舷灯を

視認したが、Ａ船もＢ船の存在に気付いており、これまで内航船の方

が漁船であるＢ船を避けて航行してくれていたので、Ａ船がＢ船を避

けて通過していくと思い、Ａ船から目を離して魚の選別作業を続け

た。 

船長Ｂは、衝突の約３０秒前、Ａ船がＢ船を避けてくれているか気

になり、船首方を見たところ、至近にＡ船が見えたので、急いで操舵

室に向かい、主機を後進運転としたが、Ｂ船の右舷船首部とＡ船の右
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舷船首部とが衝突した。 

船長Ｂは、Ｂ船の黄色回転灯を点灯した後、漁業用無線で漁業無線

協会に本事故の発生を連絡して海上保安庁への通報を依頼した。 

漁業用無線を聞いたＢ船の僚船船長は、Ｂ船の救援に駆け付け、Ｂ

船に接舷してロープを渡し、０４時２０分ごろＢ船をえい
．．
航して粭島

漁港に向かった。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

参照） 

 その他の事項 Ａ船のレーダーの海面反射を抑制するＳＴＣ（Sensitivity Time 

Control）は、自動的に絞りが５０％となる設定になっていたので、

レーダーレンジを２Ｍレンジに切り替えた際、レーダー画面上で小型

船舶の映像が探知し辛くなっていた。 

船長Ａは、港外に出るとＳＴＣを自動調整にしておいた方が航行し

やすいことと、本事故当時、船舶の灯火を視認しなかったこととで、

レーダーレンジを２Ｍに切り替えてオフセンターとした際、ＳＴＣの

調整を行わなかった。 

船長Ａは、ふだんから夜間であっても視界が良く広い海域を航行す

る時には、目視のみに頼った見張りを行っており、小型船舶の灯火を

視認した際、その都度レーダーのＳＴＣを調節して船舶の映像を確認

していた。 

船長Ａは、レーダーで周囲を確認した際、船首方に船舶を探知しな

かったので、前路に航行の支障となる他船はいないと思い込んでしま

ったと本事故後に思った。 

船長Ａは、０４時０４分ごろから衝突するまでの間、船橋前面の窓

の前にある棚の上に両肘を乗せた姿勢をとり、じっと前方を見ていた

ので、船首方から接近してくるＢ船の灯火が一時的にＡ船のマストの

陰に隠れていて、Ｂ船を見落としたのかもしれないと本事故後に思っ

た。（図１参照） 
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図１ 船橋前面の窓の前にある棚の上に肘を乗せた姿勢をとり、 

じっと前方を見ている船長（イメージ） 

 

船長Ｂは、魚市場の競りの時間に間に合うよう、後部甲板で魚の選

別作業を行っていたが、Ａ船を視認した際、早めに避航するか、Ａ船

に対する継続した見張りを行っていれば良かったと本事故後に思っ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、火振岬北西方沖を南東進中、船長Ａが、前路に航行の支障

となる他船はいないと思い込み、船橋前面の窓の前の棚の上に両肘を

乗せた同じ姿勢で、目視のみに頼って航行を続けたことから、船首方

からＡ船に向かって接近してくるＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したも

のと考えられる。 

Ａ船のレーダーは、ＳＴＣが調節されておらず、船長Ａが、レーダ

ーで周囲を確認した際、船首方に船舶を探知しなかったことから、前

路に航行の支障となる他船はいないと思い込んだものと考えられる。 

Ａ船のレーダーのＳＴＣは、自動的に絞りが５０％となる設定にな

っていたことから、レーダーレンジを２Ｍレンジに切り替えた際、レ

ーダー画面上で小型船舶の映像が探知し辛くなっていたものと推定さ

れる。 

船長Ａは、前路に航行の支障となる他船はいないと思い込んでいた

こと、及び船橋前面の窓の前の棚の上に両肘を乗せた姿勢をとり、じ

っと前方を見ていたことから、船首方から接近するＢ船の灯火が一時

Ａ船のマスト 
水平線 
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的にＡ船のマストの陰に隠れていて、Ｂ船を視認できなかった可能性

があると考えられる。 

Ｂ船は、火振岬北西方沖を北西進中、船長Ｂが、船首方にＡ船を視

認していたものの、入航までに魚の選別作業を終えようと思い、後部

甲板で同作業を行いながら同じ針路及び速力で航行を続けたことか

ら、避航する時機を失し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、これまで行き会い状態であっても内航船の方が漁船であ

るＢ船を避けて航行してくれていたことから、Ａ船もＢ船の存在に気

付いており、Ａ船がＢ船を避けて通過していくと思ったものと考えら

れる。 

船長Ｂは、魚市場の競りの時間に間に合わせようと思ったことか

ら、Ａ船から目を離し、魚の選別作業を続けたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、火振岬北西方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船

が北西進中、船長Ａが、前路に航行の支障となる他船はいないと思い

込み、船橋前面の窓の前の棚の上に両肘を乗せた同じ姿勢で、目視の

みに頼って航行を続け、また、船長Ｂが、船首方にＡ船を視認してい

たものの、入航までに魚の選別作業を終えようと思い、後部甲板で同

作業を行いながら同じ針路及び速力で航行を続けたため、両船が衝突

したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、夜間は目視のみに頼らず、常に最善の状態とした

レーダーを活用し、常時、適切な見張りを行うこと。 

・船橋当直者は、小型船の灯火はマストの陰に隠れて視認できない

ことがあるので、顔や身体を動かすなどして同じ姿勢を続けない

こと。 

・船長は、早めに避航動作をとること。 

・漁船の船長は、前路に認めた他船が自船を避けてくれると思って

目を離すことなく、継続した見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時刻 
船   位 ※ 

対地針路※ 船首方位※ 対地速力 
北  緯 東  経 

(時：分：秒) (°－′－″) (°－′－″) (°) (°) (kn) 

03:30:00 34-02-57.25 131-47-41.68 151.8 147 0.8 

03:35:09 34-02-52.01 131-47-37.75 229.8 229 8.2 

03:40:10 34-02-01.19 131-46-53.39 209.2 209 13.3 

03:45:19 34-01-03.52 131-46-12.55 211.2 210 12.9 

03:50:10 34-00-09.59 131-45-35.11 208.4 210 13.0 

03:55:10 33-59-12.96 131-44-55.05 208.3 205 13.1 

04:00:02 33-58-14.80 131-45-02.08 133.8 134 13.0 

04:05:09 33-57-28.80 131-45-59.20 133.5 134 12.6 

04:06:09 33-57-20.29 131-46-10.35 132.9 133 12.6 

04:07:09 33-57-11.85 131-46-21.63 131.8 134 12.7 

04:08:09 33-57-03.38 131-46-32.60 132.7 134 11.3 

04:09:02 33-56-58.21 131-46-37.86 156.4 182 5.7 

04:10:06 33-56-54.07 131-46-37.35 210.1 247 3.2 

04:15:30 33-56-56.78 131-46-30.33 346.0 338 1.0 

04:20:30 33-57-00.95 131-46-29.13 332.7 324 0.8 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首

方位は真方位である。 

 

 

 


